
旭医大達第54号
令和7年4月10日

旭川医科大学病院諸料金規程の一部を改正する規程を次のように定める。
旭川医科大学長　　西　川　祐　司

旭川医科大学病院諸料金規程の一部を改正する規程

※下線部分は，改正箇所を示す。

（略） （略）

（略） （略）

　 附則
　この規程は，令和7年5月1日から施行する。

別表 別表
1　保険適用外の料金 1　保険適用外の料金

区分 金額 区分 金額

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

患者の選択により180日を超えて入院する場合　1日につき 3,003 患者の選択により180日を超えて入院する場合　1日につき 2,838

(2,730) (2,580)

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

成人用紙おむつ　1枚あたり 132 成人用　1枚あたり 132

小児用紙おむつ　1枚あたり（新設） 103（新設）

新生児用紙おむつ　1枚あたり 95 新生児用　1枚あたり 95

尿取りパッド　1枚あたり（新設） 60（新設）

（略） （略）

改　正　後 現　　　行

旭川医科大学病院諸料金規程（平成16年旭医大達第53号）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を同表左欄（「改正後」欄）のように改正する。

紙おむつ
等提供料

紙おむつ
等提供料

(診療等の料金)
第2条　本院で徴収する診療等の料金は，別表に掲げるもののほか，診療報酬の算定方法
(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬
点数表(以下「告示」という。)に定める点数に10円(日本国籍を有する者(日本国籍は有し
ないが，日本国内で有効な公的医療保険制度に加入している者を含む。)に対する公的医
療保険制度によらない交通事故に係る診療等については15円，日本国籍を有せず，かつ，
日本国内で有効な公的医療保険制度に加入していない者(以下「海外在住外国人」とい
う。)で受診等を目的として本邦に渡航した者に係る診療等については30円，海外在住外
国人で受診等を目的とせずに本邦に渡航した者に係る診療等については20円)を乗じて得
た額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により
消費税及び地方消費税が課せられる診療等の料金については，その額に100分の110を乗じ
て得た額)とする。

(診療等の料金)
第2条　本院で徴収する診療等の料金は，別表に掲げるもののほか，診療報酬の算定方法
(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号)の別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診
療報酬点数表(以下「告示」という。)に定める点数に10円(日本国籍を有する者(日本国籍
は有しないが，日本国内で有効な公的医療保険制度に加入している者を含む。)に対する
公的医療保険制度によらない交通事故に係る診療等については15円，日本国籍を有せず，
かつ，日本国内で有効な公的医療保険制度に加入していない者(以下「海外在住外国人」
という。)で受診等を目的として本邦に渡航した者に係る診療等については30円，海外在
住外国人で受診等を目的とせずに本邦に渡航した者に係る診療等については20円)を乗じ
て得た額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に
より消費税及び地方消費税が課せられる診療等の料金については，その額に100分の110を
乗じて得た額)とする。

入院期間
が180日を
超える入
院に関す
る選定療
養費

入院期間
が180日を
超える入
院に関す
る選定療
養費

消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当す
る場合については括弧内の料金とする。

消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当す
る場合については括弧内の料金とする。



【改正理由】

・小児用紙おむつ及び尿取りパッドの提供を開始するにあたり，自費料金を設定するた
め，所要の改正を行うものである。

・診療報酬改定に伴い，所要の改正を行うと伴に，規定の整備を図るものである。


